
“研究倫理審査申請書改訂”について

※しばらくは移行期間として旧申請書での申請も受付けます。

2026年4月以降の

申請書全体の記載整備

利益相反状況の記載箇所

追加(項目5-2)

最新の倫理指針(※)に則した、

インフォームドコンセントの取得

方法へ記載整備(項目11-1)

最新の倫理指針(※)に則した、

匿名化方法へ記載整備(項目15)
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※人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和５年３月27日一部改正) 
(https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/seimeikagaku_igaku.html)



2026年4月以降の変更点

利益相反状況の記載箇所追加(項目5-2)02

変更点
利益相反状況を記載できる
項目を追加しました！



2026年4月以降の変更点

変更点
最新の倫理指針に則ったインフォームド・
コンセント(IC)取得方法へ申請書を整理！

・原則、同意取得とする
・「みなし同意」は、要件を満たした
場合に可とする

・ICに電磁的方法を追加

最新の倫理指針に則した、

インフォームドコンセントの取得方法への記載整備(項目11-1)
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2026年4月以降の変更点

04 最新の倫理指針に則した、匿名化方法への記載整備(項目15)

変更点
匿名化は、
「仮名加工情報」
「匿名加工情報」
の２種類に区別される。
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